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(57)【要約】
　空洞内にライナーを受け入れるための開口端と開口端
の反対側の基端部とを備えるスプレーガンカップ容器が
開示される。側壁は、スプレーガンカップ容器の外側か
ら空洞を見ることのできる、少なくとも１つの開口を備
える。開口はブレース部材によって上下に分割されてお
り、このブレース部材の少なくとも一部は、基準平面に
対してブレース部材角度αで配設されている。開口に隣
接して配置された１つ以上の触覚フィードバック部材を
備える容器も開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スプレーガンカップ容器であって、
　空洞内にライナーを受け入れるための開口端と、
　前記開口端の反対側の基端部であって、前記基端部を通る基準平面が作業面Ｗと平行と
なるように、前記開口端が上を向いた状態で前記作業面に対して配置可能である、基端部
と、
　前記空洞を取り囲みかつ前記開口端を前記基端部に接続している側壁であって、前記ス
プレーガンカップ容器の外側から前記空洞を見ることのできる２つの開口を備える、側壁
と、を備え、前記２つの開口はブレース部材によって上下に分割されており、前記ブレー
ス部材の少なくとも一部は前記基準平面に対してブレース部材角度αで配設されている、
　スプレーガンカップ容器。
【請求項２】
　前記ブレース部材角度αは、前記空洞内のどの垂直位置においても前記２つの開口の少
なくとも一方を通して前記空洞が見えるようにするのに十分である、請求項１に記載のス
プレーガンカップ容器。
【請求項３】
　前記ブレース部材は前記空洞の周囲にブレース部材軌道Ｔを画定しており、前記ブレー
ス部材軌道は円形ではない楕円を構成する、請求項１又は２に記載のスプレーガンカップ
容器。
【請求項４】
　前記ブレース部材角度αは少なくとも２度である、請求項１～３のいずれか一項に記載
のスプレーガンカップ容器。
【請求項５】
　前記ブレース部材角度αは３０度以下である、請求項１～４のいずれか一項に記載のス
プレーガンカップ容器。
【請求項６】
　前記開口端は、前記開口端に蓋部材を固着できるようにするための容器接続構造を備え
る、請求項１～５のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ容器。
【請求項７】
　前記容器接続構造は、ねじ山付き接続部、らせんウェッジ接続部、スナップ嵌合接続部
、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接続部、ストラップ接続部、又はこ
れらの組み合わせ、のうちの１つによって前記蓋部材の固着を可能にする、請求項１～５
のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ容器。
【請求項８】
　前記側壁は前記ブレース部材と交差している１つ以上の概ね垂直な支持部材を備える、
請求項１～７のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ容器。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ容器と、
　前記空洞内に配置されたライナー２００であって、前記スプレーガンカップ容器の前記
開口端に対応する開口端を備える、ライナー２００と、
　を備える、スプレーガンカップ。
【請求項１０】
　前記開口を通して見え、前記ライナーの内容物の体積を示すための体積測定表示Ｖ位置
を備える、請求項９に記載のスプレーガンカップ。
【請求項１１】
　前記体積測定表示は前記ライナー上にある、請求項１０に記載のスプレーガンカップ。
【請求項１２】
　前記体積測定表示は、前記スプレーガンカップ容器と前記ライナーとの間に配置された
挿入物上に設けられている、請求項１０に記載のスプレーガンカップ。
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【請求項１３】
　前記スプレーガンカップ容器の前記開口端に固着された蓋部材を備える、請求項９～１
２のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ受容器。
【請求項１４】
　前記ライナーの前記開口端は、前記蓋部材と前記スプレーガンカップ容器の前記開口端
との相互作用によって固着されている、請求項１３に記載のスプレーガンカップ受容器。
【請求項１５】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ容器を作業面上に配置するこ
とと、
　ライナーを前記スプレーガンカップ容器の前記開口端に挿入することと、
　前記ライナーに液体を加えることと、
　前記スプレーガンカップ容器の前記側壁の開口を通して前記液体の液位を見ることと、
　を含む、スプレーガンカップを使用する方法。
【請求項１６】
　前記ライナーを前記スプレーガンカップ容器の前記開口端内に挿入する前に、前記スプ
レーガンカップ容器の前記開口端内に体積測定表示を備える挿入物を挿入することを含む
、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記開口を通して前記体積測定表示を見ることによって前記液体の体積を判定すること
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ライナーに追加の液体を加えることと、前記スプレーガンカップ容器の前記側壁の
開口を通して混じり合った液体の液位を見ることと、を含む、請求項１５～１７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記スプレーガンカップ容器の前記開口端に蓋を固着することを含み、前記蓋が液体出
口を備えている、請求項１５～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　スプレーガンに前記液体出口を取り付けることを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記側壁上に、開口に直接隣接して配置された触覚フィードバック部材を備える、請求
項１～８のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ容器。
【請求項２２】
　前記触覚フィードバック部材は前記側壁から半径方向外向きに延びる突出部を備える、
請求項２１に記載のスプレーガンカップ容器。
【請求項２３】
　前記スプレーガンカップ容器は、前記側壁上に、開口に直接隣接して配置された触覚フ
ィードバック部材を備える、請求項９～１４のいずれか一項に記載のスプレーガンカップ
。
【請求項２４】
　前記触覚フィードバック部材は前記側壁から半径方向外向きに延びる突出部を備える、
請求項２３に記載のスプレーガンカップ。
【請求項２５】
　前記ライナーに液体を加えた後で、前記開口に直接隣接する触覚フィードバック部材を
備える前記スプレーガンカップ容器の側壁を把持することと、前記触覚フィードバック部
材からのフィードバックを使用して前記開口を通して前記ライナーを把持するのを回避す
ることと、を含む、請求項１５～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　スプレーガンカップ容器であって、
　空洞内にライナーを受け入れるための開口端と、



(4) JP 2019-508229 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

　前記空洞を取り囲みかつ前記開口端を基端部に接続している側壁であって、前記スプレ
ーガンカップ容器の外側から前記空洞を見ることのできる開口を備える側壁と、
　前記側壁上に前記開口に直接隣接して配置された触覚フィードバック部材と、
　を備える、スプレーガンカップ容器。
【請求項２７】
　前記触覚フィードバック部材は前記側壁から半径方向外向きに延びる突出部を備える、
請求項２６に記載のスプレーガンカップ容器。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ステイン、プライマー、塗料、シーラーなどのコーティングを表面に噴霧するために、
液体スプレーガンが一般に使用されている。液体スプレーガンに、噴霧する液体を収容し
た塗料カップを装備することが知られている。改善された塗料カップ、その構成要素、及
びそれらを使用するための方法の必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００２】
　塗料カップ及びその構成要素は、その典型的な環境で（例えば、自動車衝突修理工場の
調色室内で）使用するとき、塗料で被覆されてしまう傾向があることが確認されている。
この塗料の被覆は、塗装者に現実的な困難をもたらす可能性がある。例えば、塗料カップ
は購入時には（カップの内容物が見えるように）透明であり得るが、乾燥した塗料の蓄積
により、最終的には内容物を見ることが困難又は不可能になる。特に、塗料の成分又は他
の物質を正確な測定量で混合するのを容易にするために、透明な塗料カップの仕組みは多
くの場合、カップの外側から見える混合比ゲージを含んでいる。混合比ゲージは別個の挿
入物である場合も、又は塗料カップ自体の表面に表示される場合もある。塗料の蓄積に対
抗し混合比ゲージの視認性を維持するためには、塗装者は、溶剤を使用して塗料カップを
きれいにするか、又は新しい塗料カップを購入する必要がある。そして塗装者が汚染され
たカップと交換するために新しいカップを購入せざるを得ない場合、大量のプラスチック
材の廃棄が必要となる場合があり、また新しいカップの費用が高い場合がある。
【０００３】
　本開示は、改善されたスプレーガンカップ、スプレーガンカップ容器、及びそれらを使
用する方法に関する。特定の実施形態では、スプレーガンカップ容器を製造するために使
用する材料をより少なくすることができ、このことにより、より安価に製造でき、使用時
により軽く、処分時に廃棄量がより少ないスプレーガンカップが得られる。本開示による
スプレーガンカップ容器はまた、その側壁に開口を設けるので、この側壁を通してスプレ
ーガンカップの内容物の視認性を高めることも可能にできる。これは、塗料の混合中、適
切な体積及び／又は成分の比が確実に使用されるようにするために、スプレーガンカップ
に加えられた様々な液体の液位を見ることを塗装者が望むことがあるときに、特に有益で
あり得る。開口が塗料で被覆されてしまうことはあり得ないので、側壁の残りの部分が塗
料で被覆されてしまったとしても、スプレーガンカップの内容物を依然として容易に見る
ことができる。
【０００４】
　更に、スプレーガンカップ容器の側壁におけるブレース部材の性質及び配置により、こ
のブレース部材は、開口の十分な部分を閉塞されないままに残し、このため、どのような
高さからでも少なくとも１つの視線の方向から、スプレーガンカップの内容物が見える。
言い換えれば、スプレーガンカップ内の液体の液位が確実に特定の高さにあるようにする
ことを塗装者が望む場合であって、この高さがある回転位置においてブレース部材によっ
て視界から遮られている場合には、塗装者はその高さが見えるようになるまで、スプレー
ガンカップを回転するだけでよく、又はスプレーガンカップを別の方向から見るだけでよ
い。このようにして、塗装者は内容物の精確な液位を、スプレーガンカップ容器の不透明
度に関係なくどの高さでも判定できる。
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【０００５】
　本開示の一部の実施形態によるスプレーガンカップ容器は、塗料の混合中に、強度、剛
性、及び構造を提供できる。一部の実施形態では、スプレーガンカップ容器は、噴霧中所
定位置に置いておかれる。そのような実施形態では、スプレーガンカップ容器はまた、ス
プレーガンカップをスプレーガンに接続するときに、及び塗装工程自体において、強度、
剛性、及び構造を提供することもできる。これらの利益は、製造のために必要な原材料の
量を（切れ目のない壁を有する塗料カップと比較して）低減しつつ達成できる。
【０００６】
　一部の実施形態では、スプレーガンカップは、スプレーガンカップ容器に挿入可能なラ
イナーを含み得る。そのような場合、スプレーガンカップ容器は、外側支持カップとして
の役割を果たし得る。
【０００７】
　一部の実施形態では、スプレーガンカップは、組み込まれたフィルタを任意選択的に含
み得る蓋部材を備え得る。組み込まれたフィルタは、使用者が塗料カップ自体の中で塗料
を混合することを可能にすることによって、別個のフィルタの必要性を排除できる（すな
わち、別の容器から塗料を移動させる必要がない）。移動ステップの数が少なくなってい
るので、無駄になる塗料の量が低減される。本開示の一部の実施形態において使用するの
に好適な蓋部材及びライナーの例は、ＪｏｓｅｐｈらによるＰＣＴ公開第１９９８／０３
２５３９号（あるいは米国公開第２００４／０２５６４８４（Ａ１）号、その開示は参照
によってその全体が本明細書に組み込まれている）に見出すことができる。
【０００８】
　本開示によるスプレーガンカップ及びスプレーガンカップ容器は、塗料噴霧システムの
使用時にあらゆる典型的な力に耐えるのに必要な構造を提供できる。スプレーガンカップ
容器の一部によりその内容物の一部を見るのが妨げられている場合、容器、ライナー、又
は（ある場合は）混合比ゲージを、回転又は他の方法で調節して、それまでスプレーガン
カップ容器によって隠れていた内容物の部分が見えるようにできる。こうして、混合、接
続、及び塗装工程の全体を通して必要となる十分な強度、剛性、及び構造を維持したまま
、内容物の視認性が保証される。
【０００９】
　本開示によるスプレーガンカップ、容器、蓋、及びライナーは、既知のシステムと比較
して、組立、使用、分解、及び洗浄を更に容易にすることができる。一部の実施形態では
、蓋は独立したカラーを必要とすることなく容器に直接接続可能であり、蓋及び容器には
、位置合わせを部分的に支援し同時に接続の時間を短くしミスを低減するための、相補的
な接続特徴部が設けられる。
【００１０】
　更に、本開示による実施形態は、使用者が、ライナーでしっかりと封止されている蓋か
らライナーを分離するのを支援することができる。本明細書に開示する特徴は、この機能
性を提供しつつ、ライナーの破断及び／又は塗料のこぼれの発生の可能性を低減すること
もできる。
【００１１】
　更に、一部の実施形態は、開口を有する容器を把持している使用者に、塗料が充填され
たライナーを使用者が不適切に圧迫する又は締め付けるのを回避するよう導くための改善
された触覚フィードバックを提供し、これによりコストのかさむこぼれの可能性を低減す
ることができる。
【００１２】
　本明細書に開示する追加の実施形態は、スプレーガンカップ用の構成要素（例えば、蓋
）を製造する際に柔軟性を高め、コストを低減することができる。例えば、本明細書に開
示する蓋はモジュール式構成要素から組み立てることができるが、その利点を以下でより
十分に説明する。
【００１３】
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　本開示は以下の例示の実施形態を包含するが、これらに限定されるものではない。
　実施形態１：スプレーガンカップ容器であって、
　空洞内にライナーを受け入れるための開口端と、
　開口端の反対側の基端部であって、基端部を通る基準平面が作業面Ｗと平行となるよう
に、開口端が上を向いた状態で作業面に対して配置可能である、基端部と、
　空洞を取り囲みかつ開口端を基端部に接続している側壁であって、スプレーガンカップ
容器の外側から空洞を見ることのできる２つの開口を備える、側壁と、を備え、２つの開
口はブレース部材によって上下に分割されており、このブレース部材の少なくとも一部は
基準平面に対してブレース部材角度αで配設されている、スプレーガンカップ容器。
【００１４】
　実施形態２：ブレース部材角度αは、空洞内のどの垂直位置においても２つの開口の少
なくとも一方を通して空洞が見えるようにするのに十分である、実施形態１のスプレーガ
ンカップ容器。
【００１５】
　実施形態３：ブレース部材は空洞の周囲にブレース部材軌道Ｔを画定しており、ブレー
ス部材軌道は円形ではない楕円を構成する、実施形態１又は２のスプレーガンカップ容器
。
【００１６】
　実施形態４：ブレース部材角度αは少なくとも２度である、実施形態１～３のいずれか
１つのスプレーガンカップ容器。
【００１７】
　実施形態５：ブレース部材角度αは３０度以下である、実施形態１～４のいずれか１つ
のスプレンカップ容器。
【００１８】
　実施形態６：開口端は、開口端に蓋部材を固着できるようにするための容器接続構造を
備える、実施形態１～５のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
【００１９】
　実施形態７：容器接続構造は、ねじ山付き接続部、らせんウェッジ接続部、スナップ嵌
合接続部、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接続部、ストラップ接続部
、又はこれらの組み合わせ、のうちの１つによって蓋部材の固着を可能にする、実施形態
１～５のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
【００２０】
　実施形態８：側壁はブレース部材と交差している１つ以上の概ね垂直な支持部材を備え
る、実施形態１～７のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
【００２１】
　実施形態９：
　実施形態１～８のいずれか１つに記載のスプレーガンカップ容器と、
　空洞内に配置されたライナーであって、スプレーガンカップ容器の開口端に対応する開
口端を備える、ライナーと、を備える、スプレーガンカップ。
【００２２】
　実施形態１０：開口を通して見え、ライナーの内容物の体積を示すための体積測定表示
Ｖ位置を備える、実施形態９のスプレーガンカップ。
【００２３】
　実施形態１１：体積測定表示はライナー上にある、実施形態１０のスプレーガンカップ
。
【００２４】
　実施形態１２：体積測定表示は、スプレーガンカップ容器とライナーとの間に配置され
た挿入物上に設けられている、実施形態１０のスプレーガンカップ。
【００２５】
　実施形態１３：スプレーガンカップ容器の開口端に固着された蓋部材を備える、実施形
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態９～１２のいずれか１つのスプレーガンカップ受容器。
【００２６】
　実施形態１４：ライナーの開口端は、蓋部材とスプレーガンカップ容器の開口端との相
互作用によって固着されている、実施形態１３のスプレーガンカップ受容器。
【００２７】
　実施形態１５：
　実施形態１～８のいずれか１つに記載のスプレーガンカップ容器を作業面上に配置する
ことと、
　ライナーをスプレーガンカップ容器の開口端に挿入することと、
　ライナーに液体を加えることと、
　スプレーガンカップ容器の側壁の開口を通して液体の液位を見ることと、を含む、スプ
レーガンカップを使用する方法。
【００２８】
　実施形態１６：ライナーをスプレーガンカップ容器の開口端内に挿入する前に、スプレ
ーガンカップ容器の開口端内に体積測定表示を備える挿入物を挿入することを含む、実施
形態１５の方法。
【００２９】
　実施形態１７：開口を通して体積測定表示を見ることによって液体の体積を判定するこ
とを含む、実施形態１６の方法。
【００３０】
　実施形態１８：ライナーに追加の液体を加えることと、スプレーガンカップ容器の側壁
の開口を通して混じり合った液体の液位を見ることと、を含む、実施形態１５～１７のい
ずれか１つに記載の方法。
【００３１】
　実施形態１９：スプレーガンカップ容器の開口端に蓋を固着することを含み、蓋が液体
出口を備えている、実施形態１５～１８のいずれか１つに記載の方法。
【００３２】
　実施形態２０：スプレーガンに液体出口を取り付けることを含む、実施形態１９の方法
。
【００３３】
　実施形態２１：側壁上に、開口に直接隣接して配置された触覚フィードバック部材を備
える、実施形態１～８のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
【００３４】
　実施形態２２：触覚フィードバック部材は側壁から半径方向外向きに延びる突出部を備
える、実施形態２１のスプレーガンカップ容器。
【００３５】
　実施形態２３：スプレーガンカップ容器は、側壁上に、開口に直接隣接して配置された
触覚フィードバック部材を備える、実施形態９～１４のいずれか１つのスプレーガンカッ
プ。
【００３６】
　実施形態２４：触覚フィードバック部材は側壁から半径方向外向きに延びる突出部を備
える、実施形態２３のスプレーガンカップ。
【００３７】
　実施形態２５：ライナーに液体を加えた後で、開口に直接隣接する触覚フィードバック
部材を備えるスプレーガンカップ容器の側壁を把持することと、触覚フィードバック部材
からのフィードバックを使用して開口を通してライナーを把持するのを回避することと、
を含む、実施形態１５～２０のいずれか１つの方法。
【００３８】
　実施形態２６：
　液体出口及び出口接続部材を備える蓋本体と、
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　適合するスプレーガンカップ容器に蓋を接続するための蓋接続構造を備えるフランジで
あって、蓋本体とは別部品として構築されフランジ保持特徴部によって蓋本体上に保持さ
れるフランジと、を備える、スプレーガンカップ蓋。
【００３９】
　実施形態２７：フランジは蓋本体に対して回転可能である、実施形態２６の蓋。
【００４０】
　実施形態２８：フランジは限定された円弧にわたって回転可能である、実施形態２７の
蓋。
【００４１】
　実施形態２９：フランジの回転はフランジ回転制限特徴部によって制限される、実施形
態２８の蓋。
【００４２】
　実施形態３０：フランジ回転制限特徴部はフランジ保持特徴部と相互作用して回転を制
限する、実施形態２９の蓋。
【００４３】
　実施形態３１：フランジは蓋本体に対して回転に関して固定されている、実施形態２６
の蓋。
【００４４】
　実施形態３２：液体が液体出口を出る前に液体を濾過するように配置されたフィルタを
備える、実施形態２６～３１のいずれか１つの蓋。
【００４５】
　実施形態３３：蓋本体は使用時に塗料を液体出口に送り込むように配置されている蓋本
体内面を備える、実施形態２６～３２のいずれか１つの蓋。
【００４６】
　実施形態３４：
　液体出口を備える蓋本体と、
　蓋本体の外周に配置され、蓋接続構造を備えるフランジと、を備え、蓋接続構造は、蓋
係合部材を備えるフランジタブを備える、スプレーガンカップ蓋。
【００４７】
　実施形態３５：蓋係合部材は蓋カム面を備える、実施形態３４の蓋。
【００４８】
　実施形態３６：蓋カム面は傾斜面、曲面、平面、又はこれらの組み合わせのうちの１つ
を備える、実施形態３５の蓋。
【００４９】
　実施形態３７：蓋本体は蓋本体内面を備え、蓋カム面は全体に蓋本体内面に面している
、実施形態３５又は３６の蓋。
【００５０】
　実施形態３８：フランジはフランジタブに対応するアクセス窓を備え、アクセス窓は蓋
カム面にアクセスするための開口部を提供する、実施形態３５～３７のいずれか１つの蓋
。
【００５１】
　実施形態３９：フランジは２つのフランジタブを分けるフランジ開口部を備える、実施
形態３４～３８のいずれか１つの蓋。
【００５２】
　実施形態４０：フランジは少なくとも３つのフランジタブと少なくとも３つのフランジ
開口部とを備える、実施形態３９の蓋。
【００５３】
　実施形態４１：フランジ開口部には、適合するライナーの解放タブのためのクリアラン
スがある、実施形態３９又は４０の蓋。
【００５４】
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　実施形態４２：フランジ開口部に近接している２つのフランジタブを接続するフランジ
架橋部材を備える、実施形態３９～４１のいずれか１つの蓋。
【００５５】
　実施形態４３：蓋係合部材は嵌め込みが容易な部分ねじ（easy-start partial thread
）を備える、実施形態３４～４１のいずれか１つの蓋。
【００５６】
　実施形態４４：蓋係合部材は、適合するスプレーガンカップ容器に接続しているときに
蓋の過回転を防止するための停止特徴部を備える、実施形態３４～４３のいずれか１つの
蓋。
【００５７】
　実施形態４５：蓋係合部材は、適合するスプレーガンカップ容器に蓋がスナップ嵌合す
るのを可能にするスナップ嵌合特徴部を備える、実施形態３４の蓋。
【００５８】
　実施形態４６：フランジはフランジタブに対応するアクセス窓を備え、アクセス窓はス
ナップ嵌合特徴部にアクセスするための開口部を提供する、実施形態４５の蓋。
【００５９】
　実施形態４７：フランジは蓋本体とは別部品として構築され、フランジ保持特徴部によ
って蓋本体上に保持される、実施形態３４～４４のいずれか１つの蓋。
【００６０】
　実施形態４８：蓋本体は出口接続部材を備える、実施形態３４～４４又は４７のいずれ
か１つの蓋。
【００６１】
　実施形態４９：フランジは蓋本体に対して回転可能である、実施形態４７又は４８の蓋
。
【００６２】
　実施形態５０：フランジは限定された円弧にわたって回転可能である、実施形態４９の
蓋。
【００６３】
　実施形態５１：フランジの回転はフランジ回転制限特徴部によって制限される、実施形
態５０の蓋。
【００６４】
　実施形態５２：フランジ回転制限特徴部はフランジ保持特徴部と相互作用して回転を制
限する、実施形態５１の蓋。
【００６５】
　実施形態５３：フランジは蓋本体に対して回転に関して固定されている、実施形態４７
又は４８の蓋。
【００６６】
　実施形態５４：液体が液体出口を出る前に液体を濾過するように配置されたフィルタを
備える、実施形態３４～５３のいずれか１つの蓋。
【００６７】
　実施形態５５：蓋本体は使用時に塗料を液体出口に送り込むように配置されている蓋本
体内面を備える、実施形態３４～５４のいずれか１つの蓋。
【００６８】
　実施形態５６：
　中心軸線を取り囲む開口端と、
　嵌め込みが容易な部分ねじを備える容器係合部材を備える容器接続構造と、を備える、
スプレーガンカップ容器。
【００６９】
　実施形態５７：容器接続構造は、開口端の周縁部の周囲の空間によって分離された少な
くとも２つの容器係合部材を備える、実施形態５６のスプレーガンカップ容器。
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【００７０】
　実施形態５８：空間は、適合する蓋を中心軸線に沿ってスプレーガンカップ容器に、蓋
とスプレーガンカップ容器との相対回転なしに装着したときに、蓋の蓋係合部材に対し完
全なクリアランスを許容する大きさである、実施形態５７のスプレーガンカップ容器。
【００７１】
　実施形態５９：容器係合部材のうちの少なくとも１つは、適合する蓋の過回転を防止す
るための停止特徴部を備える、実施形態５８のスプレーガンカップ容器。
【００７２】
　実施形態６０：容器係合部材のうちの少なくとも１つは前方部分を備え、前方部分は、
途中まで装着された蓋の逆回転を防止するような中心軸線に沿った高さに配置されている
、実施形態５８又は５９のスプレーガンカップ容器。
【００７３】
　実施形態６１：
　蓋本体、
　蓋本体の周縁部にあり、フランジ開口部によって分離された少なくとも２つのフランジ
タブを備えるフランジ、
　を備える、蓋と、
　解放タブを備えるライナーと、を備え、解放タブはライナーが蓋に組み付けられたとき
にフランジ開口部内に嵌合する、
　スプレーガンカップ。
【００７４】
　実施形態６２：
　容器接続構造を備えるスプレーガンカップ容器と、
　実施形態２６～５５のいずれか１つに記載の蓋と、を備える、スプレーガンカップ。
【００７５】
　実施形態６３：ライナーを備える、実施形態６２のスプレーガンカップ。
【００７６】
　実施形態６４：ライナーは解放タブを備える、実施形態６３のスプレーガンカップ。
【００７７】
　実施形態６５：
　実施形態５６～６０のいずれか１つに記載のスプレーガンカップ容器と、
　嵌め込みが容易な部分ねじを備える蓋係合部材を備える蓋と、を備える、スプレーガン
カップ。
【００７８】
　実施形態６６：蓋係合部材は後方部分を備え、後方部分は、蓋が途中まで装着されたと
きに、後方部分が容器係合部材の前方部分に接触して蓋の逆回転を防止するような中心軸
線に沿った高さに配置されている、実施形態６５のスプレーガンカップ。
【００７９】
　実施形態６７：ライナーを備える、実施形態６５又は６６のスプレーガンカップ。
【００８０】
　実施形態６８：ライナーは解放タブを備える、実施形態６７のスプレーガンカップ。
【００８１】
　実施形態６９：実施形態５６～６０のいずれか１つに記載のスプレーガンカップ容器と
、実施形態２６～５５のいずれか１つに記載の蓋と、を備える、スプレーガンカップ。
【００８２】
　実施形態７０：ライナーを備える、実施形態６９のスプレーガンカップ。
【００８３】
　実施形態７１：ライナーは解放タブを備える、実施形態７０のスプレーガンカップ。
【００８４】
　実施形態７２：スプレーガンカップ容器に蓋を装着する方法であって、
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　開口端を備えるライナーを、容器係合構造を備えるスプレーガンカップ容器の開口端に
、ライナーの開口端がスプレーガンカップ容器の開口端内に定置されるように挿入するこ
とと、
　蓋をスプレーガンカップ容器の開口端の上に、蓋の蓋接続構造が容器接続構造と回転方
向に位置合わせされるように配置することと、
　蓋を中心軸線に沿ってライナーの開口端に押し込んで、ライナーの開口端を蓋のライナ
ー封止部材の周囲で半径方向外向きに伸張させることと、
　蓋をライナーに押し込んだ後に、蓋接続構造を回転させて容器接続構造と係合させて、
蓋及びライナーをスプレーガンカップ容器に対して所定位置にロックすることと、を含む
、方法。
【００８５】
　実施形態７３：押し込むステップは、蓋接続構造を回転させる前に、本質的に蓋をライ
ナー内のその最終位置に押し込むことを含む、実施形態７２の方法。
【００８６】
　実施形態７４：押し込むステップは、蓋リム部を押し込んでライナーリム部と接触させ
ることを含む、実施形態７３の方法。
【００８７】
　実施形態７５：回転させるステップは、スプレーガンカップ容器のカム面を蓋カム面と
係合させて、スプレーガンカップ容器に向かって蓋を引き込むような引込力を中心軸線に
沿って加えることを含む、実施形態７２～７４のいずれか１つの方法。
【００８８】
　実施形態７６：回転させるステップの後で、蓋接続構造を反対方向に回転させて、容器
接続構造から蓋接続構造を脱離することと、
　蓋からライナーを取り外すことと、を含む、実施形態７２～７５のいずれか１つの方法
。
【００８９】
　実施形態７７：蓋からライナーを取り外す前に、蓋をライナーと一緒にスプレーガンカ
ップ容器から持ち上げることを含む、実施形態７６の方法。
【００９０】
　実施形態７８：蓋からライナーを取り外すことは、ライナー上の解放タブを把持して蓋
封止部材からライナーを引きはがすことを含む、実施形態７６又は７７の方法。
【００９１】
　実施形態７９：スプレーガンカップ容器に蓋を装着する方法であって、
　蓋本体とフランジと蓋係合部材を有するフランジタブとを備える蓋を、スプレーガンカ
ップ容器の開口端に配置することと、
　蓋係合部材をスプレーガンカップ容器の容器係合部材と係合させることにより、蓋をス
プレーガンカップ容器に装着することと、
　フランジタブを持ち上げて蓋係合部材を容器係合部材から解放することと、
　スプレーガンカップ容器から蓋を持ち上げることと、を含む、方法。
【００９２】
　実施形態８０：装着するステップはスプレーガンカップ容器に対してフランジを回転さ
せることを含む、実施形態７９の方法。
【００９３】
　実施形態８１：装着するステップは、フランジを回転させずにスプレーガンカップ容器
に向かって軸方向に並進させることを含む、実施形態７９の方法。
【００９４】
　実施形態８２：フランジタブを持ち上げること及びスプレーガンカップ容器からライナ
ーを持ち上げることは、スプレーガンカップ容器に対するフランジのいかなる回転も必要
としない、実施形態７９～８１のいずれか１つの方法。
【００９５】
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　実施形態８３：
　モジュール式蓋ベースと、
　モジュール式蓋ベースとは独立して形成されモジュール式蓋ベースに境界面において接
続されているモジュール式液体出口であって、適合するスプレーガンへの接続を可能にす
るための出口接続部材を備えるモジュール式液体出口と、を備える、スプレーガンカップ
蓋。
【００９６】
　実施形態８４：モジュール式蓋ベース又はモジュール式液体出口の少なくとも一方は、
モジュール式蓋ベースにモジュール式液体出口が装着されたときに液密封止部を生成する
封止特徴部を備える、実施形態８３の蓋。
【００９７】
　実施形態８５：封止特徴部は、モジュール式蓋ベース又はモジュール式液体出口の少な
くとも一方に応じて円筒状の突出部上に位置決めされている、実施形態８４の蓋。
【００９８】
　実施形態８６：封止特徴部は少なくとも１つの半径方向の封止リブを備える、実施形態
８４又は８５の蓋。
【００９９】
　実施形態８７：モジュール式液体出口上の液体出口は内面を備え、モジュール式蓋ベー
スへのモジュール式液体出口の組み付けにより内面上に液密封止部が生成される、実施形
態８４～８６のいずれか１つの蓋。
【０１００】
　実施形態８８：モジュール式蓋ベース又はモジュール式液体出口の少なくとも一方は、
組立時にモジュール式蓋ベース及びモジュール式液体出口を回転するように配置し保持す
るための位置合わせ特徴部を備える、実施形態８３～８７のいずれか１つの蓋。
【０１０１】
　実施形態８９：モジュール式液体出口は、スピン溶接、音波溶接、ツイストロック、接
着剤、ねじ山、メカニカルファスナー、変形させた柱体、又はこれらの組み合わせのうち
の１つによって、モジュール式蓋ベースに装着される、実施形態８３～８８のいずれか１
つの蓋。
【０１０２】
　実施形態９０：モジュール式液体出口はモジュール式蓋ベースから非破壊的に取り外し
可能である、実施形態８３～８９のいずれか１つの蓋。
【０１０３】
　実施形態９１：モジュール式液体出口はモジュール式蓋ベースとは異なる材料から構築
されている、実施形態８３～９０のいずれか１つの蓋。
【０１０４】
　実施形態９２：モジュール式液体出口は、塗料をモジュール式液体出口を介してスプレ
ーガンに直接供給できるようにスプレーガンカップ以外の塗料供給源に代替として接続す
るように適合されている、実施形態８３～９１のいずれか１つの蓋。
【０１０５】
　実施形態９３：特定のモデルのスプレーガンに合致するようにスプレーガンの蓋を設計
する方法であって、
　特定のスプレーガンのための塗料入口接続幾何形状を決定することと、
　スプレーガン上の塗料入口接続幾何形状に合致する出口接続幾何形状を備えるモジュー
ル式液体出口を構築することと、
　モジュール式液体出口をモジュール式蓋ベースと一緒に包装することであって、モジュ
ール式液体出口は蓋がスプレーガンに合致するようにモジュール式蓋ベースに装着される
ように適合されている、ことと、を含む、方法。
【０１０６】
　実施形態９４：包装するステップは、モジュール式液体出口をモジュール式蓋ベースに



(13) JP 2019-508229 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

装着してそれ以上の組み付けが必要ないようにすることを含む、実施形態９３の方法。
【０１０７】
　実施形態９５：包装するステップは、後段の顧客又は最終使用者が後で組み立てられる
ように、モジュール式液体出口とモジュール式蓋ベースを組み付けないままにしておくこ
とを含む、実施形態９３の方法。
【０１０８】
　実施形態９６：単一のモジュール式蓋ベースに装着可能であるが複数のスプレーガンに
合致する複数のモジュール式液体出口を設計することを含む、実施形態９３～９５のいず
れか１つの方法。
【０１０９】
　実施形態９７：モジュール式液体出口を構築する前に、特定のスプレーガンに合致する
蓋の提供を求める顧客からの要求を受け付けることを含む、実施形態９６の方法。
【０１１０】
　実施形態９８：後段の顧客又は使用者に、モジュール式蓋ベースに特定のスプレーガン
用のモジュール式液体出口を装着するように指示することを含む、実施形態９３～９７の
いずれか１つの方法。
【０１１１】
　実施形態９９：モジュール式蓋ベースにモジュール式液体出口を装着して蓋を形成する
ことと、蓋をスプレーガンに接続することと、を含む、スプレーガンの蓋を使用する方法
。
【０１１２】
　実施形態１００：モジュール式蓋ベースにモジュール式液体出口を装着する前に、異な
るスプレーガンに合致するように設計された少なくとも２つの異なるモジュール式液体出
口から選択することと、装着すべき正しいモジュール式液体出口を決定することと、を含
む、実施形態９９の方法。
【０１１３】
　実施形態１０１：モジュール式蓋ベースと、少なくとも２つのモジュール式液体出口と
、を含む、スプレーガン蓋キット。
【０１１４】
　実施形態１０２：少なくとも２つのモジュール式液体出口は、２つ以上のスプレーガン
上の塗料入口接続幾何形状に合致するように設計された異なる出口接続部材を備える、実
施形態１０１のキット。
【０１１５】
　実施形態１０３：実施形態８３～９０のいずれか１つの蓋と、少なくとも１つの追加の
モジュール式液体出口と、を含む、スプレーガン蓋キット。
【０１１６】
　実施形態１０４：少なくとも２つのモジュール式液体出口は、２つ以上のスプレーガン
上の塗料入口接続幾何形状に合致するように設計された異なる出口接続部材を備える、実
施形態１０３のキット。
【０１１７】
　実施形態１０５：実施形態５６～６０及び／又は６５～８２のいずれか１つに記載のス
プレーガンカップ容器の使用を含むスプレーガンカップ容器又は方法であって、スプレー
ガンカップ容器及び／又は方法は実施形態１～２５のいずれか１つの特徴を備える、スプ
レーガンカップ容器又は方法。
【０１１８】
　実施形態１０６：空洞内にライナーを受け入れるための開口端と、空洞を取り囲みかつ
開口端を基端部に接続している側壁であって、スプレーガンカップ容器の外側から空洞を
見ることのできる開口を備える側壁と、側壁上に開口に直接隣接して配置された触覚フィ
ードバック部材と、を備える、スプレーガンカップ容器。
【０１１９】
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　実施形態１０７：触覚フィードバック部材は側壁から半径方向外向きに延びる突出部を
備える、実施形態１０６のスプレーガンカップ容器。
【０１２０】
　これらの並びに他の態様、利点、及び代替形態は、添付の図面を適宜参照して以下の詳
細な説明を読むことによって、当業者に明らかになるであろう。
【０１２１】
　簡潔さのために、本明細書の全体を通して「塗料」という用語が使用されていることに
留意すべきであるが、このことは、塗料とともに使用することにスプレーガンカップ容器
を限定しないこと、及び、スプレーガンカップ容器が液体スプレーガンシステムで使用す
るのに好適なあらゆる液体とともに使用するのに好適であることが、理解されるであろう
。
【０１２２】
　加えて、「上部」、「下部」、「上側」、「下側」、「下」、「上」、「前」、「後」
、「外向き」、「内向き」、「上方」、「下方」、「第１」、及び「第２」などの用語が
本開示において使用され得るが、特に断らない限り、これらの用語はその相対的な意味に
おいてのみ使用されることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１Ａ】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の等角図である。
【図１Ｂ】本開示による図１Ａに提示したスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図で
ある。
【図１Ｃ】本開示による体積測定表示を含むスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図
である。
【図１Ｄ】本開示によるスプレーガンカップ容器の図１Ｃの１Ｄ－１Ｄで切った断面図で
ある。
【図２】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図である。
【図３】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図である。
【図４Ａ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の等角図である。
【図４Ｂ】本開示による体積測定表示を含むスプレーガンカップの実施形態の等角図であ
る。
【図４Ｃ】本開示による体積測定表示を備える挿入物を含むスプレーガンカップの実施形
態の分解等角図である。
【図４Ｄ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の分解等角図である。
【図５Ａ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の等角図である。
【図５Ｂ】本開示による体積測定表示を含むスプレーガンカップの実施形態の等角図であ
る。
【図５Ｃ】本開示による体積測定表示を備える挿入物を含むスプレーガンカップの実施形
態の分解等角図である。
【図５Ｄ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の分解等角図である。
【図６】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の等角図である。
【図７】図６のスプレーガンカップの分解等角図である。
【図８】ライナーが取り外し特徴部無しで示されている、図６のスプレーガンカップの代
替の実施形態の分解等角図である。
【図９】本開示によるライナーの実施形態の等角図である。
【図９Ａ】図９のライナーの上面図である。
【図１０】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の等角図である。
【図１０Ａ】素早く作動するねじ山特徴部を詳しく示す、図１０のスプレーガンカップ容
器の詳細正面図である。
【図１０Ｂ】図１０の１０Ｂ－１０Ｂで切った詳細断面図を示す。
【図１１】本開示による蓋の実施形態の等角図である。
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【図１１Ａ】図１１の蓋の正面図である。
【図１１Ｂ】図１１の蓋の上面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｂのｃ－ｃで切った断面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｂのｄ－ｄで切った断面図である。
【図１１Ｅ】図１１の蓋の底面図である。
【図１２】本開示による蓋の実施形態の等角図である。
【図１２Ａ】図１２の蓋の正面図である。
【図１３】本開示による蓋の実施形態の等角図である。
【図１３Ａ】図１３の蓋の正面図である。
【図１４】本開示による蓋の実施形態の等角図である。
【図１４Ａ】図１４の蓋の上面図である。
【図１５】本開示による蓋の実施形態の等角図である。
【図１５Ａ】図１５の蓋の上面図である。
【図１５Ｂ】図１５の蓋の分解組み付け図である。
【図１６】本開示による蓋の実施形態の等角図である。
【図１６Ａ】図１６の蓋の上面図である。
【図１６Ｂ】図１６の蓋の分解組み付け図である。
【図１６Ｃ】回転制限特徴部を追加的に備える、図１６～図１６Ｂに示すような蓋の等角
図である。
【図１６Ｄ】図１６Ｃの蓋の分解組み付け図である。
【図１７】本開示によるモジュール式構成要素を備える蓋の等角図である。
【図１７Ａ】図１７の蓋の分解図である。
【図１８】本開示によるモジュール式構成要素を備える蓋の等角図である。
【図１８Ａ】図１８の蓋の分解図である。
【図１９】本明細書に記載のモジュール式蓋構成要素を含むキットを描写した等角図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０１２４】
　添付の図面において、要素によっては同一の又は等価なものが複数存在する場合があり
、そのような場合、代表となる１つ以上の要素を１つの参照番号で指定する場合があるこ
とに留意すべきであるが、そのような参照番号はそのような同一の要素の全てに適用され
ることが理解されるであろう。
【０１２５】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本開示によるスプレーガンカップ容器１００の例示の実施形態を
描写している。スプレーガンカップ容器１００は、内部空洞１２０へのアクセスを可能に
する開口端１１０を備える。開口端１１０の反対側には基端部１３０がある。図示のよう
に、基端部１３０は、基部を平坦な作業面Ｗ（図１Ａには図示せず）上に直接安定して載
置できるようにする、任意選択の足部１３２を有する、本質的に平坦な構成を備える。足
部１３２の個数、形状、及び配置は、必要に応じて変えることができる。一部の実施形態
では、基端部１３０自体は平坦ではないが、追加の構造（すなわちホルダなど）の助けを
得て、上記のような作業面上に動かないように保持できる。
【０１２６】
　基端部１３０が平坦であってもそうでなくても、図１Ｂに示すように、（上で示唆した
ように静止して直立している）基端部１３０を通って、作業面Ｗと平行に、基端部平面１
３４を描くことができる。
【０１２７】
　この実施形態では、側壁１４０は空洞１２０を取り囲んでおり、開口端１１０を基端部
１３０に接続している。側壁１４０は、側壁１４０を貫通して空洞１２０の内容物が見え
るようにする、（少なくとも２つであるが、この特定の実施形態では８つの）一連の開口
１５０を備える。側壁１４０を構成するためにどれくらいの量の材料が必要となるかにつ
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いての要件は存在しない。側壁１４０は開口端１１０と基端部１３０が接続される限りに
おいて存在することが理解されるべきである。図示のように、開口１５０は、ブレース部
材１６０及び支持部材１６６によって分割されている。一般に、支持部材１６６は、（中
心軸線１０１に沿っておりかつ基端部平面１３４と直交する）軸方向における支持をもた
らし、一方、ブレース部材１６０はとりわけ、開口端１１０と基端部１３０との間の中間
位置において、スプレーガンカップ容器１００にフープ強度をもたらす。示された実施形
態では、４つの垂直支持部材１６６が存在する。しかしながら、異なる数（例えば、１つ
、２つ、３つ、５つ、６つ、又は７つ以上）の支持部材１６６が存在し得ること、及び、
支持部材１６６が垂直でなくてもよいか又は概ね垂直でさえあればよいことが、企図され
ている。「概ね垂直」とは、基端部１３０から開口端１１０までの支持部材の軌道の平均
を表すように描かれた仮想的な直線が、垂直方向から＋／－５度以内にあることを意味す
る。「垂直」という用語は、本明細書で使用される場合、平坦な基端部１３０が水平で平
坦な作業面上に載置された状態でスプレーガンカップ容器１００が載置されていると仮定
したときの、幾何的な向きを指すことが理解されるべきである。
【０１２８】
　一部の実施形態では、スプレーガンカップ容器１００の側壁１４０は開口の程度が大き
い場合があり、この場合、比較的最小限の支持構造（例えば、ブレース部材１６０及び／
又は支持部材）が設けられる。そのような場合、充填ポリアミドなどの比較的強度の高い
材料からスプレーカップ容器（特に側壁１４０）を構築するのが有利な場合がある。
【０１２９】
　図１Ａ及び図１Ｂの実施形態では、スプレーガンカップ容器１００がその開口端１１０
に近接した容器接続構造１７０を備えることを更に見ることができる。この容器接続構造
１７０は、別個の蓋部材３００（図１Ａ～図１Ｄには図示せず）を、スプレーガンカップ
容器１００に固着することを可能にする。図示のように、容器接続構造１７０はねじ山を
備える。ただし、異なる接続機構を提供するために、他の接続構造（例えば、らせんウェ
ッジ接続部、スナップ嵌合接続部、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接
続部、ラッチ接続部、ヒンジ式接続部、又はこれらの組み合わせ）を採用してもよい。
【０１３０】
　ここで図１Ｃに進むと、図１Ａ及び図１Ｂに示す容器と同様のスプレーガンカップ容器
１００は、体積測定表示「Ｖ」を更に備えている。体積測定表示は、空洞１２０内の液体
成分の体積及び／又は比率を判定する手段を塗装者に提供する。体積測定表示は、別個の
挿入物６００（例えば、図４Ｃ及び図５Ｃを参照）として提供されてもよく、ライナー２
００上に刻印若しくはその他の方法で配設されてもよく、又はその他の方法でスプレーガ
ンカップ容器１００と液体を収容できる空洞１２０との間に配置されてもよい。
【０１３１】
　図１Ｂ及び図１Ｃに見ることができるように、ブレース部材１６０は、空洞内１２０の
どの高さでも体積測定表示を見ることを可能にする、好適なブレース部材１６０の角度α
で配設されている。例えば、図１Ｃに示すように「１０ｏｚ．」の表示はブレース部材１
６０の背後に隠れているが、体積測定表示を単に回転させるだけで（例えば、「１２ｏｚ
．」が右下の開口内に現れるように、体積測定表示を回転させることによって）、これを
見ることができるようになる。別法として、又は加えて、同じ体積マーキングが２箇所以
上に現れるように、体積測定表示を重複させてもよく、この場合、これらの場所のうちの
少なくとも１つは、ブレース部材１６０によって視覚的に遮られていない。このようにし
て、ブレース部材１６０の配設によって、内容物の体積をどの液位でも正確に判定するこ
とを可能にできる。
【０１３２】
　図１Ａ及び図１Ｂの例示の実施形態では、ブレース部材１６０の角度αの大きさは、基
端部平面１３４を基準として約７．５度である。図１Ｃの実施形態では（以下で記載する
軌道「Ｔ」をより視覚的に明らかにするために）、ブレース部材１６０の角度αの大きさ
は、基端部平面１３４を基準として約２５度である。ただし、ブレース部材１６０の角度
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α（又はより複雑な形状の場合は「複数の角度」）は、０度よりも大きく９０度よりも小
さい任意の角度として選ばれてよい（すなわちブレース部材１６０は、基端部平面１３４
に対して平行でも垂直でもない）。このことにより、スプレーガンカップ容器１００の構
造要件が緩和されるとともに、本明細書で記載するように、少なくとも１つの開口を通し
て、空洞１２０のあらゆる液位において視認性が提供される。ブレース部材１６０は、開
口１５０が、少なくとも部分的に、垂直方向に重なって配置されるように、少なくとも２
つの開口１５０を分割すべきであり、この場合、スプレーガンカップ容器１００のほとん
どのサイズ及び幾何形状に対して、９０度よりもはるかに小さい（例えば３０度以下の）
ブレース部材１６０の角度αが想定される。各図の実施形態に見ることができるように、
開口１５０は、ブレース部材１６０の角度αで配設されたブレース部材によって、上側開
口が下側開口よりも高いところに配置されるように分割されており、これにより、あらゆ
る液位において視認が可能になる。
【０１３３】
　一部の実施形態では、異なる対応角度α１、α２、α３、等を有する複数のブレース部
材１６０により、より複雑な形状（例えば図２及び図３を参照）を形成できる。一部の実
施形態では、ブレース部材１６０の角度αは、基端部平面１３４を基準として少なくとも
約２度である。一部の実施形態では、ブレース部材１６０の角度αは、基端部平面１３４
を基準として約３０度以下である。一部の実施形態では、ブレース部材１６０の角度αは
、基端部平面１３４を基準として約２度～約３０度の範囲内にあり、４、７、１１．５、
１６、及び２５度を含むがこれらに限定されず、この範囲内の任意の角度を含む。
【０１３４】
　図１Ｄの実施形態に示すように、ブレース部材１６０が空洞１２０に外接する際に従う
軌道「Ｔ」は、円形ではない楕円として記述できる。本明細書で使用される場合、「円形
ではない楕円」とは、離心率が０ではない楕円を意味する。スプレーガンカップ容器１０
０の側壁１４０が概ね円筒形である実施形態では、離心率は、度を単位とするブレース部
材１６０の角度αのサインとして計算できる（すなわち、離心率＝ＳＩＮ（α））。一般
に、そのような実施形態に関しては、ブレース部材１６０の角度αが増加すると離心率は
増加することになり、その逆も成り立つ。一部の実施形態では、軌道「Ｔ」の離心率は、
少なくとも０．０３である。一部の実施形態では、軌道「Ｔ」の離心率は、０．５以下で
ある。一部の実施形態では、軌道「Ｔ」の離心率は、約０．０３～約０．５の範囲内にあ
る。
【０１３５】
　本開示の範囲内に収まるためには軌道「Ｔ」が厳密に楕円形である必要はないことが、
理解されるべきである。例えば、スプレーガンカップ容器１００は、概ね円筒形であるが
、その外形が基端部１３０から開口端１１０へと大きくなるように僅かな抜け勾配（例え
ば約３度）を有して形成されてよく、この結果、概ね楕円形であるが実際には僅かに「卵
形状」である、ブレース部材１６０の角度αに沿った軌道「Ｔ」が得られる。
【０１３６】
　他の実施形態では、ブレース部材１６０は１つ又は複数の異なる軌道に従ってよい。例
えば、図２及び図３は、図１Ａ～図１Ｄの実施形態とは異なる様式で配設された２つ以上
のブレース部材１６０を備えるスプレーガンカップ５００の容器の代替の実施形態を描写
している。別法として又は組み合わせとして、ブレース部材１６０を、そのブレース部材
１６０の角度αが側壁１４０の周囲でのその位置が変動するにつれて変動する軌道、例え
ば、正弦波、矩形波、又は鋸歯形パターン、に従うように設けることができる。そのよう
な波又はパターンは反復的であるか又は不規則であってよい。更に、本明細書で描写する
スプレーガンカップ５００の容器の実施形態は全て概ね円形の断面を示しているが、これ
は必須ではない。例えば、任意の所与の高さにおけるスプレーガンカップ容器１００の断
面形状としては、六角形若しくは八角形などの多角形、又は本明細書に記載する機能上の
目的の実現を可能にする任意の他の形状が挙げられる。例えば、どのような場合も、ブレ
ース部材１６０は、本明細書の他の箇所で記載するように、空洞１２０の視認を可能にす
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るように成形及び配設されることになる。
【０１３７】
　図４Ａは、例えば図１Ａに示すようなスプレーガンカップ容器１００を備える、スプレ
ーガンカップ５００を描写している。この実施形態は、スプレーガンカップ容器１００の
空洞１２０内に配置されたライナー２００を含む。ライナー２００は、スプレーガンカッ
プ容器１００の開口端１１０に対応する開口端２１０（図４Ｃ～図４Ｄを参照）を有する
。蓋部材３００は、スプレーガンカップ容器１００に、ライナー２００に、又はその両方
に固着されている。蓋部材３００は、多くの方法で固着できる。図４Ａ～図４Ｄに示すよ
うに、任意選択のカラー４００（図５Ａ～図５Ｄを参照）が、カラー４００とスプレーガ
ンカップ容器１００との間で、カラー接続構造４７０（この場合はねじ山）を介して、蓋
部材３００及びライナー２００を捕捉する。任意選択のカラー４００をスプレーガンカッ
プ５００の残りの部分に取り付けるのを可能にするために、既に記載した容器接続構造１
７０のいずれも、類似の様式で使用できる。加えて、又は代替として、蓋部材３００自体
に、カラー接続構造４７０を補完するための蓋接続構造３７０を設けることができる。そ
のような実施形態では、例えば、カラー４００は、蓋部材３００の下方から取り付けられ
て、蓋部材３００とカラー４００との間でライナー２００を捕捉するように構成され得る
。そのような実施形態では（及び本明細書に記載する他の実施形態では）、スプレーガン
カップ容器は噴霧中スプレーガンカップとともに残っていてよいか、又は、蓋、ライナー
、及びカラーは、噴霧中に１つのユニットとして、スプレーガンカップ容器１００から脱
着されるか若しくは取り外されてよい（この場合、スプレーガンカップ容器１００は主に
混合器としてのみ使用され得る）。
【０１３８】
　図示のように、蓋部材３００は、液体出口３１０と、スプレーガンの液体入口への蓋３
００の接続を可能にするための１つ以上の出口接続部材３２０と、を備える。出口接続部
材３２０は、スプレーガンへの確実な液密の接続を促進する限り、液体出口３１０上に、
その周囲に、それに隣接して、又はそれから離れて設けられてよい。任意選択的に、蓋は
、スプレーガンカップ内の液体を噴霧前に濾過するためのフィルタ（図示せず）を備える
。
【０１３９】
　液体出口３１０及び／又は出口接続部材３２０は、蓋３００の残りの部分と一体に形成
されてもよい。別法として、これらの構成要素は、最初に、蓋３００の残りの部分への接
続を可能にする接続幾何形状を備える、別個のモジュール部品又は組立体として形成され
てもよい。このような構成の例が図１７～図１８Ａに描写されており、これらはそれぞれ
、モジュール式蓋ベース３０４及びこれに接続されるモジュール式液体出口３３０を備え
る、例示的な蓋３００を描写している。図１７Ａ及び図１８Ａは、図１７及び図１８の組
立体を分解した状態でそれぞれ描写しており、一方、図１９は、モジュール式蓋ベース３
０４を、様々なスプレーガンに合致するように構成された複数のモジュール式液体出口３
３０を与えられたキットとして描写している（この場合、代替のスプレーガンが「Ｂ」、
「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」、等と標示されている）。このような手法は、例えば、（ｉ）別
個のアダプタ、又は（ｉｉ）ガン毎にカスタムの蓋を製作するための別個の工具、のいず
れも必要とすることなく、単一の蓋／容器の組み合わせが複数のスプレーガンに接続でき
るようにすることによって、有利であり得る。代わりに、共通のモジュール式蓋ベース３
０４を単一の（より大きい可能性が高い）ツールで製造することができ、一方、より小さ
いモジュール式液体出口３３０（より小さい体積で製造されることが予想される）を、よ
り小型で安価な工具及び設備で製造してもよい。この手法により、モジュール式蓋ベース
用の工具を修正する必要なく、特定のスプレーガンへの接続幾何形状の変更、又は新たな
スプレーガンの導入に対応することができる。
【０１４０】
　本明細書に記載の蓋３００（例えば、前段落に記載のキットの）にとって有用な出口接
続部材３２０の例としては、例えば、米国出願第１５／３７５，５５６号（３Ｍ整理番号
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第７８９５３ＵＳ００２号、名称「Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｈａ
ｎｄ－ｈｅｌｄ　ｓｐｒａｙ　ｇｕｎｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｕｓｅ」、並
びに、米国仮出願第号６２／３２２，４９２号、同第６２／２７９，６１９号、及び同第
６２／２７９，５３７号（それぞれ、３Ｍ整理番号第７８１７１ＵＳ００２号、名称「Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｈａｎｄ－ｈｅｌｄ　ｓｐｒａｙ　ｇｕｎ
ｓ」、同第７７４９８ＵＳ００２号、名称「Ｗｉｄｅ－Ｍｏｕｔｈｅｄ　Ｆｌｕｉｄ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｓｐｒａｙ　Ｇｕｎｓ」、及び同第７
７４９９ＵＳ００２号、名称「Ｂｕｔｔｏｎ－Ｌｏｃｋ　Ｆｌｕｉｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏ
ｒ　ｆｏｒ　Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｓｐｒａｙ　Ｇｕｎｓ」）に示され記載されているも
のが挙げられ、これらの開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。
【０１４１】
　上記のように提供されるモジュール式液体出口３３０は、別法として、塗料供給ライン
又はパウチ等の端部に取り付けるか又は予め組み付けて、次いでスプレーガン塗料入口に
接続することができる。このようにして、モジュール式蓋ベース３０４、ライナー２００
、又はスプレーガンカップ容器１００を必要とせずに、塗料を直接スプレーガンに供給す
ることができる。
【０１４２】
　モジュール式液体出口３３０及びモジュール式蓋ベース３０４を使用して蓋３００を構
築することにより、更なる利点を提供できるか、又は、それ以外で例えば射出成形を使用
して可能となる場合と比較して、より複雑な幾何形状を実現可能に作り出すことが可能に
なる。例えば、所与の蓋３００では、型のパーティングラインの位置及び特定の特徴部を
形成するために要求される必要な摺動の軌道に起因して、射出成形部品に特定の幾何形状
を形成することが不可能な場合がある。ただし、蓋３００がモジュール式構成要素に分割
される場合、個片の蓋ではアクセスできなかった各モジュール式構成要素の表面に直接ア
クセスするように、工具を設計することができる。これにより、更なる幾何学的複雑さを
達成することができる。
【０１４３】
　モジュール式蓋構成要素はまた、用途にとって望ましい様々な材料で構築することがで
きる。例えば、モジュール式液体出口３３０にはエンジニアリングプラスチックを使用す
ることが（スプレーガンとの確実で耐久性のある接続に必要な強度及び公差のために）望
ましい場合があり、一方で、モジュール式蓋ベース３０４にはより低コストのポリマーを
使用することができる。
【０１４４】
　モジュール式液体出口３３０をモジュール式蓋ベース３０４に（又はその逆で）、様々
な方法で固着することができる。例えば、スピン溶接、音波溶接、クォータターンロック
、他の機械的ロック機構、糊／接着剤、ねじ切り、他のメカニカルファスナー即ち、ねじ
、リベット、及び／又は、冷間成形／熱間成形され構成要素を所定位置に維持／保持し好
適な防漏封止部を提供するようにキノコ形とされた、成形された柱体。
【０１４５】
　図１７～図１７Ａに示す実施形態では、モジュール式液体出口３３０は、封止特徴部３
０６及び位置合わせ特徴部３０９によってモジュール式蓋ベース３０４に対して位置決め
されこれに固定される。この場合、封止特徴部３０６はモジュール式蓋ベース３０４上に
あり、モジュール式蓋ベース３０４へのモジュール式液体出口３３０の組み付け時に液体
出口３１０の内面３１１と相互作用して液密封止部を生成するように適合された１つ又は
複数の半径方向の封止リブ３０８を備える、円筒状の突出部３０７を備える。同様に、位
置合わせ特徴部３０９は、これら２つの部品を１つに位置決めするのを支援し、更に組み
付け後のこれらの部品の相対回転に抵抗するのを支援する。所望であれば、組み付け後に
、これら２つの部品を接着剤、溶接などで追加的に固着してもよい。別法として、モジュ
ール式液体出口３３０とモジュール式蓋ベース３０４との間の嵌合は、更なるファスナー
（例えば、摩擦嵌め、スナップ嵌合、ねじ山など）の助けがなくても十分に確実となるよ
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うに構築されてもよい。封止特徴部３０６及び／又は位置合わせ特徴部３０９は、使用さ
れる場合、これら２つの部品間で適宜入れ替えてもよい。
【０１４６】
　図１８～図１８Ａに示す実施形態では、モジュール式液体出口３３０は、溶接及び／又
は接着剤などによってモジュール式蓋ベース３０４に固着される。この場合、接着接合部
及び／又は溶接接合部は、モジュール式液体出口３３０をモジュール式蓋ベース３０４に
組み付ける際に、液密封止部の保持及び生成の両方を行うように機能する。
【０１４７】
　本明細書に記載し図１～図１６Ｂにわたって描写した蓋３００のいずれも、先行するい
くつかの段落において記載し図１７～図１９に描写したように、モジュール式に構築でき
る及び／又はキットとして提供できることが理解されるべきである。
【０１４８】
　図４Ｂは、本明細書の他の箇所で記載するような、体積測定表示Ｖを更に含む図４Ａに
おけるような実施形態を描写している。
【０１４９】
　図４Ｃは、挿入物６００上に設けられた体積測定表示を含むスプレーガンカップ５００
の分解図を描写している。図示のように、挿入物６００は、挿入時にスプレーガンカップ
容器の空洞に合わせて変形可能なシートを備えてよいことが見て取れる。別法として、挿
入物６００を、変形させることなくスプレーガンカップ容器１００に落下させることがで
きる、事前成形されたユニットとして提供することができる。
【０１５０】
　挿入物６００、又はスプレーガンカップ容器１００の対応する受入側の幾何形状は、挿
入物６００が空洞内で及び開口に対して調節され、この結果全体に回転しないように固定
されるように、構築されてよい。そのような実施形態では、挿入物６００には、上記した
ように、各液位がスプレーガンカップ容器の周囲の少なくとも１つの位置から見えるよう
に、重複する体積測定表示「Ｖ」が設けられてよい。一部の実施形態では、挿入物６００
は、挿入物を２つ以上の位置において挿入し固定できるように、２つ以上の場所において
調節可能であってよい。
【０１５１】
　図４Ｄは、体積測定表示Ｖを含まないスプレーガンカップ５００の分解図を描写してい
るが、この場合、空洞の内容物はそれにも関わらず、本明細書の他の箇所で記載されるよ
うに、少なくとも１つの開口を通してあらゆる液位において見ることができる。提供され
ている場合にライナー２００の内容物が見えるようにするために、ライナーは全体に、透
明又は半透明の材料から構築される。
【０１５２】
　図５Ａは、カラー４００が使用されていない点で図４Ａに描写したものとは異なってい
る、スプレーガンカップ５００を描写している。そうではなく、蓋部材３００は、カラー
を必要とせずに固着されるように適合されている。その他の点では上記したように構成さ
れているが、蓋部材３００には、別法としてカラー４００上に設けられていてよい蓋接続
構造３７０が設けられてよい。例えば、蓋部材３００自体は、（蓋接続構造３７０を介し
て）スプレーガンカップ容器１００内に、又は表面上に、又は両方の様式で、直接螺着さ
れてよい。別法として（又は組み合わせとして）、蓋部材３００は、図１Ａを参照して既
に検討したような容器接続構造１７０を補完するための、蓋接続構造３７０（例えば、ス
ナップ嵌合接続部、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接続部、ラッチ接
続部、ヒンジ式接続部、又はこれらの組み合わせ）を備え得る。
【０１５３】
　図５Ｂは、本明細書の他の箇所で記載するような、体積測定表示Ｖを更に含む図５Ａに
おけるような実施形態を描写している。
【０１５４】
　図５Ｃは、挿入物６００上に設けられた体積測定表示を含むスプレーガンカップ５００
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の分解図を描写している。図示のように、挿入物６００は、挿入時にスプレーガンカップ
容器１００の空洞に合わせて変形可能なシートを備えてよいことが見て取れる。別法とし
て、挿入物６００は、変形させることなくスプレーガンカップ容器１００に落下させるこ
とができる、事前成形されたユニットとして提供することができる。
【０１５５】
　図５Ｄは、体積測定表示を含まないスプレーガンカップ５００の分解図を描写している
が、この場合、空洞の内容物はそれにも関わらず、本明細書の他の箇所で記載するように
、少なくとも１つの開口を通してあらゆる液位において見ることができる。図５Ｃ及び図
５Ｄの両方に示すように、蓋接続構造３７０は、補完的な容器接続構造１７０とのスナッ
プ嵌合接続部を備える。提供されている場合にライナー２００の内容物が見えるようにす
るために、ライナーは全体に、透明又は半透明の材料から構築される。
【０１５６】
　図６から図８は、図５Ａ～図５Ｄの実施形態のように、別個のカラー４００を必要とせ
ず容器接続構造１７０に直接接続された蓋３００を有する、スプレーガンカップ５００の
追加の実施形態を描写している。そのようなスプレーガンカップ５００とともに使用する
ための例示的なライナーが図９～図９Ａに示されており、一方、例示的なスプレーガンカ
ップ容器が図１０～１０Ａに示されており、蓋３００の様々な例示的な実施形態が図１１
～図１６Ｂに描写されている。
【０１５７】
　図６に描写された実施形態において、スプレーガンカップ容器１００は１つ以上の開口
１５０を備える。このような開口１５０は上記した様式で設けることができる（すなわち
、１つ以上のブレース部材によって分割される）が、ここではブレース部材は示されてい
ない。開口に隣接して、スプレーガンカップ容器１００の外壁１０４から突出している１
つ以上の触覚フィードバック部材１５２が設けられている。別法として、外壁１０４に凹
部として、又は例えば、外壁１０４上のテクスチャとして、触覚フィードバック部材１５
２を設けてもよい。触覚フィードバック部材は、使用者がスプレーガンカップ５００を見
なくても自身が開口に隣接した領域を把持していることが分かるようにし、この結果、使
用者は、自身の手を適切に位置決めし、開口を通してライナー２００に不用意に過剰な圧
力を（例えば締め付けることによって）加えるのを回避することができる。ライナー２０
０をこれが塗料で充填されているときに締め付けると、塗料のこぼれを引き起こし得るこ
とが見出されている（塗料をライナー２００の開口端２１０から出るように上向きに押し
やること、又はライナー２００の開口端２１０の過剰な変形により蓋３００がライナー２
００から予期せず接続解除されることによって）。
【０１５８】
　図６に示す開口１５０は、使用者がライナー２００を蓋３００から取り外すことを望む
ときに使用者を支援するために、追加的に使用することができる。このことは、例えば、
ライナーに追加の液体を補充する又は加えるために望まれる場合がある。特に、使用者は
、追加の液体を加えるために、開口１５０を通して親指以外の１本の指（又は親指及び親
指以外の１本の指）を挿入してライナー２００を把持し、押さえながら、蓋３００をライ
ナー２００から慎重に持ち上げることができる。ライナー／蓋の分離を支援するための開
口１５０のこの使用は、最初に蓋／ライナー組立体全体を容器から取り外しその後これら
２つを分離する代替策よりも有利である場合があるが、その理由は、この場合、ライナー
２００が容器１００によって本質的に支持されたままとすることができ、これによりこぼ
れのリスクが低減されるからである。
【０１５９】
　図６～図１６Ｂに示す例示的なスプレーガンカップ容器は、図１～図５Ｄと比較して構
成の異なる開口を備えているが、本明細書に記載の蓋３００及びスプレーガンカップ容器
１００はいずれも、それぞれの容器、蓋、及び／又は任意選択的なカラー接続構造（それ
ぞれ１７０、３７０、４７０）に対して必要な修正が行われれば、互いとともに使用され
得ることが理解されるべきである。



(22) JP 2019-508229 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

【０１６０】
　図１１～図１６Ｂは、本明細書に記載のスプレーガンカップ５００の容器に関して有用
な蓋の様々な例示的な実施形態を描写している。例えば図１１Ａ及び図１１Ｃに見ること
ができるように、蓋３００は、１つ以上のライナー封止部材３４０を備えていてもよい。
ライナー封止部材３４０は、提供されている場合、次のように機能する：ライナー２００
がスプレーガンカップ容器１００の開口端１１０に挿入され、ライナー２００の開口端１
１０を通して塗料が加えられ、蓋３００がライナー２００（及び容器）の開口端１１０内
に配置され、蓋３００が中心軸線１０１に沿った方向で容器に固着され、このとき、ライ
ナー２００の開口端１１０がライナー封止部材３４０を覆って半径方向に伸張され、最終
的に完全な封止係合の状態となる。ライナー封止部材３４０は、図１１～図１１Ｅ及び図
１５～図１９に示すような、１つ以上の半径方向外向きに突出する特徴部を備えていても
よい。ライナー封止部材は、図１２～図１４Ａに示すような、面取りされた又はその他の
テーパ状の表面を追加的に（又は代替的に）備えていてもよい。
【０１６１】
　蓋３００はライナー封止部キャッチ３４２を更に備えていてもよく、その例は図１２～
図１３Ａに最も明確に描写されている。ライナー封止部キャッチ３４２は蓋３４０上での
ライナー保持を強化することができ、一部の実施形態は、本明細書の他の箇所でより詳細
に検討されるような「スナップ」動作を許容することによって、蓋３００がライナー２０
０内に確実に据えられたという触覚及び／又は聴覚による再確認を最終使用者に提供する
のを支援できる。ライナー封止部キャッチ３４２は、上記したように面取りされた又はそ
の他のテーパ状のライナー封止部材３４０とともに使用するのに特に適しているが、その
理由は、このようなテーパ状の表面には、ライナー２００が蓋から引き抜かれるのに抵抗
するのを支援し得る他の特徴部（例えば、図１１～図１１Ｅ及び図１５～図１９において
ライナー封止部材３４０とともに示されている半径方向外向きに突出する特徴部）が無い
場合があるからである。ただし、これらの構造でも、ライナー封止部キャッチ３４２を追
加の支持物として採用してもよい。
【０１６２】
　使用後にスプレーガンカップ５００全体（又は蓋３００及びライナー２００のみ）を廃
棄してもよいが、追加の塗料を加えるか又は蓋３００を新しいものと交換する（例えば、
蓋３００内のフィルタ３０１が目詰まりしたとき若しくは蓋上で塗料が乾燥したとき）か
のいずれかのために、使用者が蓋３００からライナー２００を取り外すことを望む場合が
ある。しかし、ライナーはライナー封止部材３４０を覆って完全に封止するように伸張さ
れているので、ライナー２００を損傷すること又は塗料をこぼすことなくライナー２００
を蓋３００から取り外すのは困難であり得ることが見出されている。したがって、ライナ
ー２００には、組み付け後の蓋３００からのライナー２００の容易な取り外しを促進する
、１つ以上の解放タブ２０４が設けられてもよい。これらの解放タブ２０４は、図７、図
９、及び図９Ａにより詳細に描写されている。図８は、ライナー２００が解放タブ２０４
を任意選択的に備えていない実施形態を描写している。このような実施形態では、使用者
は、ライナー解放タブ２０４の代わりに、開口１５０を通してライナー２００を把持する
ことを利用してもよい。解放タブ２０４は、単独で、又は開口１５０を通して把持するこ
とと併せて使用してもよい。
【０１６３】
　蓋３００は蓋本体３６０を備えていてもよく、その周縁部の周りにフランジ３７１を設
けられてもよい。描写された実施形態では、フランジ３７１は、蓋接続構造３７０の少な
くとも一部、特に蓋係合部材３７２を担持している。一部の実施形態では、フランジ３７
１がその周縁部の周りで中断されるように、１つ以上の開口部３８０が設けられている。
フランジ開口部３８０により、ライナー２００を便利に把持し持ち上げることができるよ
うに、ライナー２００上の解放タブ２０４がスプレーガンカップ５００から延びるように
するための、クリアランスを実現できる。図示のように、フランジ開口部３８０は蓋接続
構造３７０を貫通している。したがって、環状の中断部３０４に隣接してフランジタブ３
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７２が存在しており、この上に、容器接続構造１７０上の相補的な特徴部と相互作用する
ための蓋係合部材３７４が設けられている。一部の実施形態では（例えば、図１２～図１
３Ａを参照）、フランジ開口部３８０の存在により、ライナー封止部キャッチ３４２を形
成するための工具（例えば、射出成形工具）へのアクセスが可能になり得る。
【０１６４】
　示された実施形態では、容器係合部材１７２及び蓋係合部材３７２は嵌め込みが容易な
部分ねじを備えており、この場合、蓋３００は部分的な回転で容器１００に容易に位置合
わせされ取り付けられる。嵌め込みが容易な部分ねじを備える容器係合部材１７４が、図
１０及び図１０Ａにより詳細に示されている。図示のように、容器係合部材１７４は、ス
プレーガンカップ容器１００の開口端１１０から離れる方を向くカム面１７６を備える。
カム面１７６は、図示のように直線的に傾斜してもよく、又は平坦（傾斜していない）で
あっても、若しくは湾曲していてもよく、又は傾斜した、平坦な、及び／若しくは湾曲し
た部分の任意の組み合わせを含んでいてもよい。全体が平坦であれば、（別の箇所でより
詳細に記載する）相補的な蓋カム面３７６上に、部品が相互作用するときにカム作用が促
進されるように、傾斜又は湾曲した表面部分を設けることができる。カム面１７６はその
特定の構成に関係なく、ライナー２００が蓋３００と容器との間の封止関係内に保持され
るよう蓋３００がスプレーガンカップ容器１００に確実に取り付け可能となるように、蓋
３００上の相補的な構造と相互作用するように適合されている。
【０１６５】
　特徴部１７６及び３７６は「カム面」と呼ばれるが、相互作用中にカム作用（本明細書
では中心軸線に沿って力を加えることを含むものとして理解されるべきである）が生じる
ことが厳密に必要な訳ではないことが理解されるべきである。むしろ、一部の実施形態で
は（例えば、以下で記載する特定のツイストロック実施形態を参照）、カム面（３７６、
１７６）を担持し得る蓋係合部材（３７４）及び容器係合部材（１７４）は、装着及び／
又は取り外し中に軸方向の力を加える必要はない。
【０１６６】
　図示するように、容器係合部材１７４には、装着中の蓋３００の過回転を防止し蓋３０
０がスプレーガンカップ容器に完全に装着されたことを使用者に示す、停止特徴部１７８
が追加的に装備される（例えば、図１０～図１０Ａを参照）。停止特徴部１７８は、任意
選択的に設けられるとき、（図示するように）カム面１７６と連続したものとして形成さ
れてもよく、又は、カム面１７６から間隔を空けてもよい。停止特徴部１７８の存在は、
過回転が係合特徴部の変形を引き起こし最終的に接続の潜在的な不具合につながり得る、
使い捨て（例えばプラスチック）部品で特に有益であり得ることが見出されている。
【０１６７】
　一実施形態では、蓋係合部材３７４は容器係合部材１７４と位置合わせされ協働するよ
うに適合されており、この場合、蓋３００は、（ｉ）ライナー２００に「スナップ嵌合」
することができ、（ｉ）クロススレッドを生じることがなく、（ｉｉｉ）スプレーガンカ
ップ容器への蓋の組み付けの開始時に誤った方向に回転されるのに抵抗することになる。
これらの利益を実現するために、一連の設計特徴が採用される（示した実施形態では全て
の特徴が一緒に使用されているものの、これらを不可分に連結されたものとして開示する
ことは意図しておらず、その理由は、それぞれがそれ以外を必要とすることなく利益をも
たらし得るからである）。
【０１６８】
　１つの特徴は、隣接する容器係合部材１７４同士の間の空間を含み、この空間を、蓋係
合部材３７４が、各部品上のカム面の係合前に、蓋がスプレーガンカップ容器（及び／又
はライナー２００）に当接して本質的に完全に据えられるまで（ただしまだ完全には封止
及び締め付けされていない）完全に通過することができる。このようにして、例えば２つ
の部品をねじ締めに伴って徐々に一緒に前進させるのとは対照的に、１回の短い動作でラ
イナーに蓋を「スナップ嵌合」することができる。この「スナップ」感覚及び／又は音は
、（ｉ）ライナー封止部材３４０がライナー２００の開口端２１０内に素早く前進し、こ
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の結果、ライナー２００の一部がライナー封止部材３４０を覆うように迅速に伸張し、そ
の後弛緩することと、（ｉｉ）蓋リム部３１２がそれに応じて、蓋３００が素早く落ち込
んで接触するときにライナーリム部２１２／容器リム部１１２に衝突することと、の組み
合わせから得られる。この短いスナップ感覚により、蓋３００及びライナー２００が確実
に取り付けられたという触覚及び／又は聴覚による再確認を最終使用者に提供することが
できるが、蓋はスプレーガンカップ容器１００に更に固着する必要がある。
【０１６９】
　上記したような「スナップ」作用を介して蓋をライナー２００内に本質的に完全に据え
ることのできる実施形態では、追加のカム作用（例えば、カム面１７６及び蓋カム面３７
６による）を提供する必要がない場合がある。むしろ、構成要素の十分な保持が、カム作
用の無いツイストロック接続部によって達成され得る。このような実施形態では、最終使
用者は、（ｉ）蓋係合部材（３７４）及び容器係合部材（１７４）を位置合わせし、（ｉ
ｉ）蓋をライナーにスナップ嵌合し、（ｉｉｉ）蓋をひねって蓋係合部材３７４を容器係
合部材１７４に対してカム作用の無い様式で係合させることになり、これにより、スプレ
ーガンカップ容器から中心軸線に沿って蓋が引き抜かれるのが、それぞれの係合部材によ
って防止されるが、これらの係合部材は、スプレーガンカップ容器１００又はライナーリ
ム部２１２に対する蓋３００の何らかの圧縮を必ずしももたらさない。
【０１７０】
　次に、前段落で記載したように、蓋３００がスプレーガンカップ容器１００の上に据え
られライナー２００に装着されるときであって、回転して嵌め込みが容易な部分ねじに係
合する前に、蓋係合部材３７４の後方部分３７９は、隣接する容器係合部材１７４の前方
部分１７９と干渉する中心軸線１０１に沿った垂直位置に、蓋が逆方向に回転できないよ
うに位置決めされる。代わりに、最終使用者は、蓋を正しい向きに回転させるだけで、最
終的に蓋及びライナーをスプレーガンカップ容器１００に対してロックすることができる
。
【０１７１】
　したがって、蓋は、（ｉ）回転方向に容易に位置合わせされ、（ｉｉ）スプレーガンカ
ップ容器に対して正しい軸方向位置に容易に移され、（ｉｉｉ）確実な接続を再確認でき
るように所定位置でスナップ嵌合され、（ｉｖ）誤った方向に回転するのを防止され、（
ｖ）クロススレッドが生じるリスク無しに正しい方向に容易に回転されて、それぞれのカ
ム面と係合して十分な封止及び締め付けが行われる。
【０１７２】
　容器係合部材１７２を図示するような嵌め込みが容易な部分ねじとして提供することに
より、蓋の装着をより短時間に行うことができるだけでなく、クロススレッドの可能性を
防止し、余分な塗料が集まり組立体を詰まらせる可能性のある領域の数を減らし、洗浄を
容易にすることができる。
【０１７３】
　例えば、図１１に示すように、蓋は、各容器係合部材１７４に１つずつ対応する、４つ
のフランジタブ３７２を備える。フランジタブ３７２は、例えば図１１～図１２Ｅ及び図
１５～図１６Ｂに示すように、蓋３００の半径方向外周から中心軸線１０１に沿って突出
する独立した部材として設けられていてもよい。別法として、図１３～図１４Ａに示すよ
うに、フランジタブ３７２をフランジ架橋部材３８２で接続してもよい。いずれの場合も
、フランジタブ３７２同士の間の領域内に、フランジ開口部３８０を設けてもよい。フラ
ンジ開口部３８０は、例えば、他の箇所で検討するようなライナー解放タブ２０４のため
のクリアランスを実現でき、更に、最終使用者の指がアクセスできるようにして装着及び
取り外しのために蓋３００を把持するのを支援してもよい。このような追加的な把持機能
性は、最終使用者が手袋を着用している可能性が高い場合に、及び、最終使用者の手（手
袋をした又はそれ以外の）が濡れた塗料で滑りやすい可能性がある場合に、特に望ましい
場合がある。
【０１７４】
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　フランジ開口部３８０を備える実施形態では、スプレーガンカップ容器から蓋３００を
解放するために、最終使用者がより容易にフランジタブ３７２を持ち上げるか又は必要に
応じて上向きにこじることができるという点で、追加の利益を実現できる。このようなこ
じりは、フランジ３７１がフランジ開口部３８０によって中断されない場合には、かなり
大きな力を必要とすることになる。このような持ち上げ又はこじりは、蓋３００がスプレ
ーガンカップ容器１００にスナップ嵌合又は摩擦嵌めされる実施形態において有利であり
得るが、所定位置に螺着されている蓋３００の取り外しにも有用であり得る（例えば、こ
ぼれ又は余分な塗料が組立体内で乾燥している場合、回転させて取り外すのが困難になる
）。このような持ち上げ又はこじりの機能性は、架橋部材３８２が無い場合に最も良好に
達成される可能性が高く、架橋部材３８２があっても、これに関わらず各フランジタブ３
７２が他の各フランジタブ３７２とは独立して十分に持ち上がることができる限りは促進
可能であることに、留意すべきである。
【０１７５】
　一部の実施形態では（例えば、図１２～図１４Ａを参照）、蓋係合部材３７４に対応す
るフランジ３７１に、１つ以上のアクセス窓３７３が設けられている。アクセス窓３７３
は、射出成形工具において、通常であればフランジタブ３７２、例えば蓋係合部材３７４
上の蓋カム面３７６の下にある特徴部の形成のために、摺動によりアクセスを可能にでき
る。例えば、図１４Ａに示すように、蓋３００の頂部から見ると、アクセス窓３７３を通
して蓋カム面３７６を見ることができる。
【０１７６】
　一部の実施形態では（例えば、図１１～図１４Ａを参照）、フランジ３７１は蓋３００
と一体に形成されている（即ち、蓋本体３６０とフランジ３７１とが一体である）。他の
実施形態では（例えば、図１５～図１６Ｂを参照）、フランジ３７１は、最初は蓋本体３
６０とは独立して形成されており、その後取り付けられて競合する蓋３００を形成する。
このような場合、フランジ３７１は、蓋本体３６０への取り付け後、蓋本体３６０に対し
て回転するように構成してもよく（図１６～図１６Ｂのように）、又は、蓋本体３６０に
対して回転に関して固定されてもよい（図１５～図１５Ｂのように）。蓋本体３６０に対
して回転するように構成される場合、フランジ３７１と蓋本体３６０との相互作用により
、蓋本体３６０をライナー２００及び／又はスプレーガンカップ容器１００に対して固定
された封止関係に維持することができ、このときフランジ３７１は回転されて、蓋接続構
造３７０を容器接続構造１７０に係合させる。このような相対移動により、（ｉ）蓋とラ
イナー及び／又はスプレーガンカップ容器との間に封止部を提供することと、（ｉｉ）蓋
を装着するのに必要な回転力を小さくすることと、の両方を支援できる。
【０１７７】
　別個の構成要素として提供される場合、フランジ３７１を、１つ以上のフランジ保持特
徴部３７８を介して蓋３００上に保持することができる。フランジ保持特徴部３７８を備
える例示的な実施形態が、図１５～図１６Ｂに示されている。図１５～図１５Ｂに示す実
施形態では、フランジ３７１は、蓋３００に対して回転に関して固定されている。図１６
～図１６Ｂに示す実施形態では、フランジ３７１は、蓋３００に対して回転可能である。
一部の実施形態では、中心軸線１０１を中心にした３６０度全体にわたって回転が許容さ
れており、一方他の実施形態では、回転が部分的な、例えば９０度の回転に制限されてい
る場合がある。回転が制限される場合には、蓋本体３６０及び／又はフランジ３７１の一
方又は両方に、フランジ回転制限特徴部３７７を設けてもよい（例えば、図１６Ｃ及び図
１６Ｄを参照）。この例では、フランジ３７１にはフランジ回転制限特徴部３７７が設け
られており、この場合これらは、蓋本体３６０上のフランジ保持特徴部３７８と接触する
まで、所定の円弧にわたって回転するようになっている。
【０１７８】
　別個のフランジ３７１を、このフランジ３７１が蓋本体３６０に対して回転できる場合
であっても、蓋本体３６０に対して封止関係となるように組み付けることができる（例え
ば、封止ガスケットを提供すること等による）。ただし、これは通常は必須ではなく、そ
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ら突出しているスカート上に）担持しており、更に、液体出口に塗料を送り込む蓋本体内
面３６１を備えているからである。言い換えれば、蓋本体３６１はライナーからスプレー
ガン内へと塗料が流れるための液体導管を形成しており、このため、塗料の漏れ経路を作
り出す心配なしに、別個のフランジ３７１を蓋本体に可動式に接続できる。
【０１７９】
　一部の実施形態では、ライナー２００は、蓋３００とスプレーガンカップ容器１００と
の間に挟持されたときに追加の封止機能性を提供できる、ライナーの開口端２１０を取り
囲むライナーリム部２１２を備える。このような実施形態では、蓋３００には蓋リム部３
１２を設けてもよく、スプレーガンカップ容器１００には開口端１１０を取り囲む容器リ
ム部１１２を設けてもよい。
【０１８０】
　このような実施形態では、カム面１７６が、蓋係合部材３７４上の蓋カム面３７６との
相互作用を通して、蓋３００がスプレーガンカップ容器１００に取り付けられたときに中
心軸線１０１に沿って締め付け力を加えることができるのが望ましい場合がある。このよ
うな場合、カム面１７６及び／又は蓋カム面３７６の一方又は両方には、接続中に中心軸
線１０１に沿った蓋３００と容器の相対的な締め付けの動作を引き起こすような幾何形状
が与えられている。一実施形態では、このような幾何形状は、少なくとも部分的に、カム
面１７６及び／又は蓋カム面３７６のいずれか一方又は両方に、上記したような傾斜した
又は湾曲したカム面部分によって提供されてもよい。
【０１８１】
　本明細書において様々な態様及び実施形態が開示されたが、当業者には他の態様及び実
施形態が明らかであることが、更に諒解されるであろう。本明細書に開示した様々な態様
及び実施形態は例示を目的としており、限定的であることを意図しておらず、その真の範
囲と趣旨は以下の特許請求の範囲によって示される。本明細書に提示する主題の趣旨又は
範囲から逸脱することなく、他の実施形態を利用することができ、他の変更を行うことが
できる。本明細書において概説的に記載し、各図に示した本開示の態様を、多種多様な異
なる組み合わせで配置構成、置換、組み合わせ、分離、及び設計可能であることが、容易
に理解されるであろう。これらの全てが本明細書において企図されている。
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